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学校へ電話連絡される際の時間帯について（お知らせ） 

 

 日頃より本校の教育活動にご理解、ご協力をいただきありがとうございます。 

一昨年４月から働き方関連法が施行され、社会全体で働き方改革が進められているところですが、

昨年４月からは、教職員に対し「福井県教育委員会規則」および「福井市立学校管理規則」により、

教職員の時間外勤務時間（残業時間）について上限規定が設けられました。 

学校は規則の遵守が求められており、これまで以上に残業時間の削減に努力が必要となりました。 

これまでコロナ禍への対応を優先し規則遵守は後手となりましたが、残業時間を減らす方策の一

つとして、外部からの電話をお受けできる時間帯を下記のとおりとし、５月１日（土）から実

施します。ご不便をおかけしますが、ご理解、ご協力をよろしくお願いします。 

 

 

記 

 

 

１ 外部からの電話をお受けできる時間帯 

・月、火、木、金  ：７時３０分から１８時まで 

・水（ノー残業デー）：７時３０分から１６時５０分まで 

・長期休業中    ：８時１０分から１６時３０分まで 

※ 土、日、休日はお受けできません。 

 

○電話をお受けできない時間帯には次の案内が流れます。留守録機能はありません。 

「福井市東安居小学校です。本日の業務は終了しました。ご用がある場合は、平日の午前７

時３０分から午後６時の間にご連絡願います。水曜日は午後４時５０分までにお願いします。

なお、時間外での緊急事態発生時の連絡先は、・・・（２の連絡先）・・・・・・です。」 

 

２ 時間外での緊急事態発生時の連絡先  

 

福井県教育総合研究所教育相談センター（２４時間相談） ０７７６－５１－０５１１ 

 

３ 留意事項 

・本校教職員が業務で職員室内に残っていても、特別な場合を除き、１８時以降の電話には対

応できかねます。 

・学校からの電話着歴を見てお電話されることもあろうかと思いますので、ご家庭にお電話させ

ていただく場合は、特別な場合を除き、１８時より３０分前の１７時３０分までに行います。 

・学校に忘れ物を取りに来られる場合も、１８時以降についてはご遠慮下さい。 

 

 

担当：教頭 安達秀敏 

TEL:３５－３８０６ 

FAX:３５－３９９４ 

Email：h-ago-e@fukui-city.ed.jp 

。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 参考事項 

    ○本校教職員の勤務時間  ８：１０～１６：４０ 

 ○「教員の時間外在校等時間の上限に関する教育委員会規則」、「福井市立学校管理規則」 

残業時間（原則）   

・月４５時間以下   ・年間３６０時間以下 

児童生徒等に係る臨時的な特別の事情がある場合の残業時間 

・月１００時間未満  ・年間７２０時間以下 （４５時間を超える月は６か月以内） 

・２～６月か月平均で８０時間以下 


